
 様 式 第 １ 号                   

 福 岡 県 腎 臓 疾 患 患 者 福 祉 給 付 金 認 定 申 請 書   

    関 係 書 類 を 添 え て 、 腎 臓 疾 患 患 者 福 祉 給 付 金 の 認 定 を 申 請 し ま す 。   

                          年    月    日   

  福 岡 県     保 健 福 祉 環 境 事 務 所 長  殿   

                       氏  名                

        （自署又は記名押印）  

 １  ふ り が な     

 認   氏   名    

 定    生 年 月 日  S.H.R   年    月    日   年 令  満     歳   

 を   （〒   －     ）  

 受  住  所    

 け    電 話 番 号    

 よ  身体障害者手帳  番   号   

 う  の所有状況  障 が い 名   

 と   等   級   

 す  夜間の人工透析 (1)就  労   （ 名 称                               ）   

 る  治療が必要な理由 (2)自  営   （                  ）   

 者   (3)そ の 他   

  宣 誓 欄 □生活保護法１５条第６項で規定する通院に伴う移送費の支給を受けていません。  

   □他の法令等による通院に伴う交通費の支給を受けていません。  

 ２    内訳  前年の所得額  所得者本人の  扶養親族数  扶養親族のうち     備      考   

 所  所得のある者   控除適用状況   控除適用状況    

 得  （ ア ）    障  特 障    障  特 障    

 の   認定を受けよ     老  勤      

 状   うとする者    寡  ひ と り          人   老 人  配    

 況  （ イ ）    障  特 障    障   特 障    

   扶養義務者    老  勤      

      寡  ひ と り          人   老 人  配    

 ※   (1)所得控除後の金額  (2)本人の諸控除額   扶養親族数  ( 3 )扶養親族の  (1)ｰ(2)ｰ(3)   

 所  （ ア ）        諸控除額  差引所得額   

 得            人     

 審   同 上  同 上  同 上  同 上  同  上   

 査  （ イ ）        

         

  ※      

  所 得 非 該 当          年     月     日     備 考    

   該  当      

    ※ の 欄 は 記 入 し な い で く だ さ い 。 裏 面 の 注 意 を よ く 読 ん で く だ さ い 。  



（ 裏   面 ）  

 ※ 記 入 上 の 注 意  

１  夜 間 の 人 工 透 析 治 療 回 数 が 一 月 ５ 回 以 上 の 方 が 対 象 で す 。  

夜 間 の 人 工 透 析 治 療 が 必 要 な 理 由 の 欄 は 、 就 労 等 で 昼 間 の 人 工 透 析 治 療 が 受 け ら れ な い

こ と を 明 確 に 記 入 し て く だ さ い 。  

( 1 )就 労 は 勤 務 先 の 所 在 地 及 び 名 称 を 、(2)自 営 は 農 業 、商 店 経 営（ 名 称 含 む ）等 を 、(3 )

そ の 他 は 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 、 家 族 の 介 護 、 民 生 委 員 等 役 職 を 兼 ね て い る な ど を 具 体 的

に 記 入 し て く だ さ い 。             

２  所 得 の 状 況 （ ア ） 欄 は 、 あ な た 自 身 の 所 得 状 況 に つ い て 記 入 し て く だ さ い 。 （ イ ） 欄

は あ な た の 配 偶 者 、 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父 母 、 そ の 他 直 系 血 族 又 は 兄 弟 姉 妹 の う ち あ な た

の 生 計 を 維 持 し て い る 人 に つ い て 記 入 し て く だ さ い 。  

３  「 前 年 度 の 所 得 額 」欄 は 、前 年（ １ 月 か ら ３ 月 ま で の 間 に 認 定 を 申 請 す る 人 の 場 合 は 、

前 前 年 を い い ま す 。 ） の 所 得 に つ い て 道 府 県 民 税 の 総 所 得 金 額 、 退 職 所 得 額 、 山 林 所 得

金 額 、土 地 の 譲 渡 に 係 る 事 業 所 得 額 等 の 金 額 及 び 長 期 短 期 譲 渡 所 得 金 額 の 合 計 を 記 入 し

て く だ さ い 。 所 得 が な い 場 合 は 、 「 な し 」 と 記 入 し て く だ さ い 。  

４  「 所 得 者 本 人 の 控 除 適 用 状 況 」 欄 は 、 （ ア ） （ イ ） に 掲 げ る 所 得 者 本 人 が 地 方 税 法 に

定 め る 障 が い の あ る 者 、 特 別 障 が い 者 、 老 人 、 勤 労 学 生 、 寡 婦 又 は ひ と り 親 で あ る と き

は 該 当 す る も の を ○ で か こ ん で く だ さ い 。  

５  「 扶 養 親 族 数 」 欄 は 、 地 方 税 法 に 定 め る 控 除 対 象 配 偶 者 及 び 扶 養 親 族 の 合 計 数 を 記 入

し て く だ さ い 。  

 「 扶 養 親 族 の う ち 控 除 適 用 状 況 」 欄 は 、 扶 養 親 族 の う ち 地 方 税 法 に 定 め る 障 が い の あ る

者 、 特 別 障 が い 者 、 老 人 扶 養 親 族 、 配 偶 者 に 該 当 す る も の を ○ で か こ ん で く だ さ い 。  

６  「 前 年 の 所 得 額 」 「 所 得 者 本 人 の 控 除 適 用 状 況 」 「 扶 養 親 族 」 「 扶 養 親 族 の う ち 控 除

適 用 状 況 」等 各 欄 の 該 当 事 項 に つ い て は 、市 町 村 長 の 証 明 書 を 提 出 し て く だ さ い 。ま た 、

証 明 書 の 代 わ り に 源 泉 徴 収 票 を 添 付 さ れ て も か ま い ま せ ん 。  

７  「 備 考 」 欄 に は 、 地 方 税 法 に 定 め る 雑 損 控 除 、 医 療 費 控 除 等 を 受 け た 場 合 に そ れ ぞ れ

の 項 目 及 び 金 額 を 記 入 し て く だ さ い 。  

８  「 通 院 の た め に 利 用 し た 交 通 手 段 」 欄 は 、 給 付 金 を 受 け よ う と す る 期 間 中 に あ な た が

利 用 し た 交 通 手 段 の う ち 該 当 す る も の す べ て を ○ で か こ ん で く だ さ い 。  

  複 数 の 公 共 交 通 機 関 を 利 用 し た 場 合 、 例 え ば (1 )自 家 用 車 と 公 共 交 通 機 関 、  ( 2 )自 家

用 車 と タ ク シ ー を 利 用 し た 場 合 に お い て 、自 家 用 車 の 通 院 距 離 が 片 道 10Ｋ ｍ に 満 た な い

場 合 で あ っ て も 、自 家 用 車 以 外 で １ か 月 ２ ，０ ０ ０ 円 以 上 の 負 担 を し た 月 に つ い て は 支

給 の 対 象 と な り ま す の で 、 記 入 漏 れ の な い よ う に し て く だ さ い 。  

９  「 自 宅 か ら 医 療 機 関 ま で の 距 離 お よ び 運 賃 等 」 欄 は 、 上 記 の 「 通 院 の た め に 利 用 し た

交 通 手 段 」 欄 で あ な た が ○ で か こ ん だ 交 通 手 段 に つ い て 、 (1 )自 家 用 車 は 自 宅 か ら 医 療

機 関 ま で の 片 道 の 距 離 を 、 (2 )公 共 交 通 機 関 は 利 用 す る 駅 、 停 留 所 等 の 名 称 お よ び 片 道

の 運 賃 を（ 複 数 の 公 共 交 通 機 関 を 乗 り 継 ぐ 場 合 は そ れ ぞ れ に つ い て 記 入 ）、(3 )タ ク シ ー

は 片 道 の 運 賃 を 記 入 し て く だ さ い 。な お 、運 賃 に つ い て 障 が い 者 割 引 の 適 用 を 受 け た 場

合 は 、 割 引 後 の 額 を 記 入 し て く だ さ い 。  

1 0   「 公 共 交 通 機 関 等 運 賃 の 月 別 負 担 状 況 」 欄 は 、 給 付 金 を 受 け よ う と す る 期 間 の う ち 月

ご と に 実 際 に 負 担 し た 費 用 の 合 計 を 記 入 し て く だ さ い 。タ ク シ ー を 利 用 し た 月 が あ る 場

合 は 、 下 の 「 タ ク シ ー 代 領 収 書 等 貼 付 欄 」 に 必 ず 領 収 書 を 貼 り 付 け て く だ さ い 。（ 貼 り

き れ な い 場 合 は 裏 面 又 は 他 の A4  版 用 紙 を 使 用 し て く だ さ い ） 。  



                        ※ 受 付   年   月   日  

 

 ３   通 院 の た め  (1)自 家 用 車  

 通   に 利 用 し た  (2)公 共 交 通 機 関 (鉄 道 ・ バ ス ・ 地 下 鉄 ・ そ の 他 （     ） ）  

 院   交 通 手 段  (3)タ ク シ ー  

 距   自 宅 か ら 医  (1)自 家 用 車 (片 道 ）           Km   

 離   療 機 関 ま で  (2)公 共 交 通 機 関      か ら     ま で 運 賃（ 片 道 ）      円   

 お   の 距 離 お よ  （ 駅・停 留 所 名 ）        か ら     ま で 運 賃（ 片 道 ）      円   

 よ   び 運 賃 等                           か ら     ま で 運 賃（ 片 道 ）      円   

 び   (3)タ ク シ ー            運 賃（ 片 道 ）        円   

 費   公 の    公 共 交 通 機 関             円      公 共 交 通 機 関             円   

 用   共 月    タ ク シ ー                  円      タ ク シ ー                  円   

 等   交 別   月      計                    円   月        計                    円   

   通 負    公 共 交 通 機 関             円      公 共 交 通 機 関             円   

   機 担    タ ク シ ー                  円      タ ク シ ー                  円   

   関 状   月      計                    円   月        計                    円   

   等 況    公 共 交 通 機 関             円      公 共 交 通 機 関             円   

   運    タ ク シ ー                  円      タ ク シ ー                  円   

   賃   月      計                    円   月        計                    円   

   

   

   

             タ ク シ ー 代 領 収 書 等 貼 付 欄    

  （ 貼 り き れ な い 場 合 は 裏 面 又 は 他 の A4版 用 紙 を 使 用 し て く だ さ い ）    

   

   

   

   

   

   

   

 ※   □ 自 家 用 車 距 離 確 認 （      Km）   

 運 審   □ 運 賃 確 認   

 賃 査   □ 領 収 書 確 認   

 等   支 給 要 件 該 当 （  4 5 6 7 8 9  / 10 11 12 1 2 3 )・ 非 該 当   

  ※    

    認 定             年     月     日   

  不 支 給 決 定      （ 支 給 額 ＠ ２ ， ０ ０ ０ 円 ×  月 ＝            円 ）   

   ◎裏面（所得制限限度額表）  



（ 裏   面 ）  

 

◎ 所 得 制 限 限 度 額 表  

 

 扶養親族等の数    受給資格者本人の所得 配偶者又は扶養義務者の所得  

      ０人        4,596,000円        6,287,000円  

      １人        4,976,000円        6,536,000円  

      ２人        5,356,000円        6,749,000円  

        以下1人増すごとに38万円増      以下1人増すごとに21万3千円増  

注 １  受 給 資 格 者 本 人 に 老 人 控 除 対 象 配 偶 者 ､老 人 扶 養 親 族 又 は 特 定 扶 養 親 族 が

い る 場 合 は ､上 記 限 度 額 に 次 の 金 額 を 加 算 し た 額 と す る ｡  

( 1 )老 人 控 除 対 象 配 偶 者 又 は 老 人 扶 養 親 族 1人 に つ き 1 0万 円  

   ( 2 )特 定 扶 養 親 族 並 び に 1 6歳 以 上 1 9歳 未 満 の 控 除 対 象 扶 養 親 族 が あ る 場 合 は

1人 に つ き 2 5万 円  

  ２  扶 養 義 務 者 に 老 人 控 除 対 象 配 偶 者 又 は 老 人 扶 養 親 族 が い る 場 合 は ､上 記 限

度 額 に 1人 に つ き 6万 円 を 加 算 し た 額 と す る ｡  

 


